
規 
 

則 

 
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
業
務
に
係
る
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
〇
四 

 
 

 

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
業
務
に
係
る
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部 

 
 

 

を
改
正
す
る
規
則 

 

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
業
務
に
係
る
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人

事
委
員
会
規
則
七
―
九
三
九
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

東
日
本
大
震
災
及
び
東
日
本
大
震
災
以
外
の
原
子
力
災
害
に
対
処
す
る
業
務
に
係
る
特
殊 

 
 

 

勤
務
手
当
の
特
例
に
関
す
る
規
則 

 

第
一
条
中
「
第
二
十
九
項
」
を
「
第
三
十
二
項
」
に
改
め
、
「
特
例
」
の
下
に
「
及
び
東
日
本

大
震
災
以
外
の
原
子
力
災
害
に
対
処
す
る
業
務
に
係
る
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
業
務
）
」
を
付
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
特
例
」
の
下
に
「
及
び
東
日
本
大
震
災
以
外
の
原
子
力
災
害
に
対
処
す
る
業
務
に

係
る
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
」
を
加
え
、
「
埼
玉
県
」
を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
前
条
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
一
号
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
前
条
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
前
条
第
三
号
」
を
「
第
二
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、

同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
支
給
額
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
五
条 

条
例
附
則
第
二
十
九
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一 

第
三
条
第
一
号
の
業
務
の
う
ち
原
子
炉
建
屋
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

内
に
お
い
て
行
う
も
の 

四
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額 

 

二 

第
三
条
第
一
号
の
業
務
の
う
ち
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の 

二
万
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
の
額 

 

三 

第
三
条
第
二
号
の
業
務 

一
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額
（
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与

え
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
額
に
そ
の
百
分

の
百
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額
を
加
算
し
た
額
） 

２ 

同
一
の
日
に
お
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
二
以
上
の
業
務
に
従
事
し
た
場
合



に
お
け
る
当
該
二
以
上
の
業
務
に
係
る
手
当
の
調
整
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が

定
め
る
。 

 
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
三
条 
条
例
附
則
第
二
十
九
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措

置
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
行
う

次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。 

 

一 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
九
項
に
規
定
す
る
緊
急
事
態
応
急
対
策
実
施

区
域
に
所
在
す
る
原
子
力
事
業
所
の
う
ち
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と

い
う
。
）
が
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
原
子
力
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
敷
地

内
に
お
い
て
行
う
業
務 

 

二 

特
定
原
子
力
事
業
所
に
係
る
本
部
長
指
示
に
基
づ
き
設
定
さ
れ
た
区
域
等
を
考
慮
し
て
人

事
委
員
会
が
定
め
る
区
域
に
お
い
て
行
う
業
務
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
七
項
の
見
出
し
を

削
り
、
同
項
を
附
則
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
警
察
業
務
手
当
の
特
例
）
」

を
付
し
、
附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

警
察
職
員
が
東
日
本
大
震
災
以
外
の
原
子
力
災
害
に
対
処
す
る
た
め
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手 

 

当
に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
第
三
項
各
号
の
業
務
に
引
き
続
き
五
日
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お 

 

い
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
以
上
従
事
し
た
場
合
の
警
察
業
務
手
当
の
額
は
、
条
例
第
二 

 

十
二
条
第
二
項
第
十
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
定
に
よ
る
額
（
同
号
括
弧
書
に
規 

 

定
す
る
額
を
除
く
。
）
に
、
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額
を
加
算 

 

し
た
額
と
す
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
以
外
の
原
子
力
災
害
に
対
処
す
る
業
務
に
係
る
特
殊
勤
務
手
当
額
の
特
例
に 

 

 

係
る
業
務
等
） 

４ 

条
例
附
則
第
三
十
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
、
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
及
び
委 

 

員
会
規
則
で
定
め
る
額
の
ほ
か
、
東
日
本
大
震
災
以
外
の
原
子
力
災
害
に
対
処
す
る
業
務
に
係 

 

る
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
東
日
本
大
震
災
以
外
の
原
子
力
災
害
発
生 

 

時
に
、
人
事
院
規
則
等
を
踏
ま
え
、
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


